
資料１ー１
都市景観大賞「美しいまちなみ賞」優秀賞

中山道馬籠地区（岐阜県中津川市）
ま ご め

所 在 地 岐阜県中津川市馬籠
地区面積 約３９７．０ｈａ（山間部含む）
応 募 者

まちづくり組織 馬籠地域づくり推進協議会
地方公共団体 岐阜県中津川市

【都市景観上のポイント】
■良好な都市景観形成のポイント

当該地区内は伝統的な木造建築の日本家屋が建ち並び景観住民協定を遵守した建築物や
石畳等が宿場町の面影を残している。

建物の高さは坂道の上の家屋より下の家屋を低くし、屋並みのラインを前面道路の勾配
と平行となるよう高さを合わせることにより、まちなみのバランスが保たれ、景観の連続
性が生み出されている。

■景観上のオリジナリティ及び工夫、苦労した点について
中津川市景観計画の「眺望景観の保全に関する方針」により、直近の眺望点から恵那山

を背景にした際に稜線を超えることのないよう建物を配置することとした。
また、中津川市による「建築物等の修景に対する助成制度」を受けるためには、市開催

の講習を受け認定された業者が設計・施工をしなければならず、設計・施工業者が景観計
画や助成制度の周知・啓発を行うという仕組みの構築につながった。

■官民一体のまちなみ整備について
馬籠地区周辺の中山道の街路事業では、普通の舗装材ではなく、秋に舞い散る真っ赤な

落ち葉に埋もれる中山道をイメージした特殊舗装を施した。
昭和４７年に地区住民自らが設けた風致保存憲章では、風致保存区域、特別風致保存区

域を設け、方針を作成した。
＜概要＞

・外部資本の侵入による破壊を防止するため、建物、宅地、農地、山林等を「売らな
い、貸さない」ことを原則とする。
・風致の保全を損ない、又は保全に悪影響を及ぼす施設を設けないこと。
・広告、ポスター等の掲示若しくは掲示の承諾にあたっては、あらかじめ保存委員会
に申し出ること。
・建物の修繕・改築にあたっては、外部にコンクリートブロック、新建材等の露出使
用をさけるほか、馬籠の環境にふさわしい建物構造にすること。

■官民協働によるまちなみの維持、保全について
心につながるふるさと景観形成住民協定の認定（平成１９年１０月）

■景観形成による地域の活性化
「ふるさと馬籠ごへー祭り」の開催や、３宿場町同日で開催される宿場町を回遊するウ
ォーキングイベントが行われ、様々な団体を巻き込んで盛り上がりを見せている。

■町並みを生かした新しい生活文化の創生、定着について
江戸時代を思わせる街道・店作りを行い、一般住宅も普通の表札ではなく、昔の屋号を

掲げるなど、地元住民自らが、後世に美しい町並みを残すため、努力をしている。

▲伝統的な平入り切妻の日本家屋が街道に ▲近年改築された家屋。住民協定を遵守し、
沿って建ち並んでいる。 景観に配慮されている。



資料１ー２
都市景観大賞「美しいまちなみ賞」特別賞

東地区（静岡県浜松市）
ひがし

所 在 地 静岡県浜松市中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目及び板屋町、船越町の一部
地区面積 約53.1ｈａ
応 募 者

まちづくり組織 東地区街づくり会議
地方公共団体 静岡県浜松市

【都市景観上のポイント】
■良好な都市景観形成のポイントについて

地区内を７つのゾーンに分けた地区計画が建築物の高さや壁面の色調、屋外広告看板な
どに一定の規制を設け建築物と道路の一体的な街なみの形成を誘導している。

＜地区計画の概要＞
・建築物等の用途の制限
・壁面の位置の制限
・建築物等の高さの最低限度
・建築物等の形態又は意匠の制限
・かき叉はさくの構造の制限

■まちなみ整備について
シンボル道路などはインターロッキングや御影石などで舗装し、同時に電線類の地中化

をはかるとともに、１２種類の街路樹とハイグレードな照明ポールを各道路に合わせて整
備。

■景観形成による地域の活性化
街路整備されたシンボル道路を活用して毎年、地域などのイベントを実施。また、ユニ

バーサルデザインに配慮したすべての人にやさしい魅力ある美しい街並みの整備によっ
て、定住人口及び週末の歩行者人口が増加傾向となった。

■市民協働によるまちなみの維持・管理について
アクト通りの景観維持は地域住民の花の会（アクト通り花くらぶ）や自治会などによる

取組みにより憩いとやすらぎの空間が創出されている。

▲アクト通りの北側エリアには水上回廊 ▲幅員40mの公園通り（馬込住吉線）車道
があり静的なやすらぎ空間となっている。 はインターロッキング、歩道は自然石で

舗装され、東ふれあい公園と馬込川公園
を結ぶ緑豊かな道となっている。

▲アクト通りの花壇は地域住民により結成 ▲｢都市緑化祭」。アクト通りにおいて市民
された「アクト通り花くらぶ」によって 協働によりイベントが開催されている。
四季折々の花の植栽と管理が行われている。











資料４

都市景観大賞「美しいまちなみ賞」概要

平成１７年６月、景観に関する我が国初めての総合的な法律である「景観法」が
全面施行され、現在、多くの地方公共団体において、同法を活用した良好な景観形
成に向けた取組が進められています。また、平成２０年５月に制定された「地域に
おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（歴史まちづくり法）においても、
景観法上の景観計画の策定を推進することを規定しております。国土交通省では、
このような景観法を活用した取組を積極的に支援していくとともに、良好な景観形
成の動きを国民運動として全国展開していくための普及啓発活動等を行っていると
ころです。

都市景観大賞「美しいまちなみ賞」はそのような普及啓発活動の先駆けとして、
平成１３年度から毎年度実施されている表彰制度です。ＮＰＯ等のまちづくり組織
と地方公共団体が協働して美しいまちなみづくりを行っている地区に対し、「美しい
まちなみ大賞」（国土交通大臣表彰）、「美しいまちなみ優秀賞」、「美しいまちなみ特
別賞」をそれぞれ表彰することによって、当該地区のさらなる取組の契機にしてい
ただくとともに、広く全国に紹介されることを通じ良好な景観をもったより良い都
市空間が形成されていることを目指しています。




